
小
型
船
舶
免
許
更
新
・
失
効

講
習

　

小
型
船
舶
操
縦
免
許
の
有
効
期

限
が
１
年
2
カ
月
以
内
に
切
れ
る

人
お
よ
び
失
効
し
て
い
る
人
を
対

象
に
講
習
を
開
催
し
ま
す
。

○
講
習
日
時

　

２
月
13
日
（
土
）
午
後
2
時
～

〇
講
習
場
所

　

長
島
町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

　

３
階
会
議
室

○
当
日
持
参

　

①
操
縦
免
許
証
②
認
印
③
料
金

　

※
住
民
票（
本
籍
記
載
の
も
の
）

　

は
、
操
縦
免
許
証
に
住
所
の
記

　

載
が
無
い
場
合
、
記
載
事
項
に

　

変
更
が
あ
る
場
合
に
必
要
で
す
。

　

写
真
は
当
日
撮
影
し
ま
す
。

○
料
金
・
講
習
時
間

　

更
新    

９
千
円　

１
時
間

　

失
効　
１
万
５
千
円　
２
時
間
20 

分

　
（
送
料
・
写
真
代
を
含
む
）

※
で
き
る
だ
け
事
前
に
予
約
し
て

く
だ
さ
い
。

※
当
日
は
、視
力
検
査
も
実
施
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

入
枝
海
事
事
務
所

　

☎
０
９
９
（
２
８
１
）
７
７
５
３

パ
ス
ポ
ー
ト
取
得
促
進
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
実
施
し
て
い
ま
す

　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
に
県
内

の
パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口
で
パ
ス
ポ
ー

ト
を
受
領
さ
れ
た
人
の
中
か
ら
、

抽
選
で
70
人
へ
「
鹿
児
島
‐
上
海
」

往
復
航
空
券
な
ど
、
素
敵
な
商
品

が
当
た
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

○
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間

　

平
成
27
年
11
月
１
日
～

平
成
28
年
２
月
29
日

○
応
募
対
象
者

　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
に
県
内

の
パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口
（
市
町
村
窓

口
を
含
む
）
で
パ
ス
ポ
ー
ト
を
受

領
さ
れ
た
人
。

○
応
募
方
法

　

県
内
パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口
に
設
置

し
て
い
る
応
募
用
紙
に
必
要
事
項

を
明
記
の
う
え
、
パ
ス
ポ
ー
ト
受

領
時
に
県
内
パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口
へ

ご
応
募
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
国
際
交
流
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
１
）
７
７
５
３

ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育
さ
れ
て
い
る

人
は
飼
育
届
け
が
必
要
で
す

　

ミ
ツ
バ
チ
の
群
の
配
置
を
適
正

に
す
る
こ
と
で
、
は
ち
み
つ
な
ど

の
増
産
を
図
り
、
農
作
物
の
花
粉

交
配
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
、
平
成
24
年
6
月
に
養
蜂
振

興
法
が
改
正
さ
れ
、
平
成
25
年
１

月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
ミ
ツ
バ
チ
を
飼

育
さ
れ
て
い
る
人
は
、
毎
年
１
月

末
ま
で
に
飼
育
届
け
の
提
出
が
必

要
で
す
。

※
今
年
、
提
出
さ
れ
て
い
る
人
で

あ
っ
て
も
、
来
年
も
引
き
続
き
飼

育
さ
れ
る
人
は
、
改
め
て
提
出
が

必
要
で
す
。

○
留
意
点

　

ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育
し
て
い
る
全

て
の
人
が
対
象
で
す
（
た
だ
し
、

花
粉
交
配
用
に
使
用
す
る
時
期
だ

け
ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育
さ
れ
る
人
の

届
出
は
不
要
で
す
。）

○
提
出
期
限

　

平
成
28
年
１
月
29
日
（
金
）

◎
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

　

北
薩
地
域
振
興
局
農
政
普
及
課

　

☎
０
９
９
６
（
25
）
５
５
３
１

海
の
事
件
・
事
故
は
１
１
８
番

　

毎
年
１
月
18
日
は
「
１
１
８
番

の
日
」
で
す
。

　
「
１
１
８
」
番
は
、
海
の
事
件
・

事
故
が
あ
っ
た
場
合
の
海
上
保
安

庁
緊
急
通
報
用
電
話
番
号
で
す
。

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
１
１
８
番

に
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

・
海
難
事
故
に
遭
っ
た
、
ま
た
は
見
た

・
油
の
排
出
な
ど
を
見
た

・
不
審
な
船
を
見
た

・
密
漁
や
密
航
な
ど
の
犯
罪
の
話

を
聞
い
た　
　

な
ど

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

串
木
野
海
上
保
安
部
管
理
課

　

☎
０
９
９
６
（
32
）
２
２
０
５

　長島町教育委員会では、町制施行 10 周年を記念し、町民歌
を制定します。
　制定に伴い町民の皆様からのご意見を反映するため制定委員
の公募を行います。
　制定委員としてご協力くださるかたは、ご連絡ください。
○公募期限　12 月 25 日（金）
○委員の任期　平成 28 年 1 月～平成 29 年 3 月（予定）
◎問い合わせ先　町教育委員会社会教育課
　　　　　　　　☎（88）6500

長島町町民歌制定委員を募集します
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